
第 14回教育委員会（臨時）議事録 

 

1 開 会 

    令和 6年 3月 28日（木）  14時 03分 

2 場 所 

    市役所第 2庁舎 3階 2-301・302会議室 

3 会議に出席した委員 

    教育長  丹後 政俊 

    委 員  西田 正志 

委 員  山本 恭子 

委 員  吉良 佳晃 

4 会議に出席した職員 

    学校教育部長  西羅 忠和 

    こども未来部長  稲山 悟 

    社会教育部長  小林 康弘 

    学校教育次長  岸田 幸雄 

    こども未来次長兼保育教育課長  西嶋 睦美 

    教育総務課長  酒井 寛興 

    学校教育課長  浅田 智広 

    学 事 課 長  山本 毅 

教育研究所長  足立 圭吾 

東部学校給食センター所長  石田 哲也 

西部学校給食センター所長  齋藤 昭 

子育て企画課長  竹見 朋子 

    社会教育課長  谷掛 昭二 

    文化財課長  村上 由樹 

    中央図書館長  小畠 理三 

    田園交響ホール館長  酒井 直隆 

    総 務 課 長  河南  剛 

    教育総務課課長補佐  山内 俊秀 

    教育総務課主査  北尾 真理奈 

5 議事日程及び議案 

    別紙の通り 

6 開会宣言 

    14時 03分 

7 会 期 

    （自）令和 6年 3月 28日 （至）令和 5年 3月 28日 1日間 

8 会議録署名委員名簿 

     吉良佳晃委員 

9 閉 会 

    15時 03分 
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丹後教育長 

 

全委員 

丹後教育長 

 

丹後教育長 

 

丹後教育長 

 

丹後教育長 

 

 

 

稲山部長 

 

西田委員 

 

稲山部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丹後教育長 

 

全委員 

丹後教育長 

 

 

 

日程第 1、令和 5 年度第 12 回及び第 13 回会議録の報告、承認について意

見等はないか。 

異議なし。 

全員異議なしで、会議録をこのとおり承認する。 

 

日程第 2、会議録署名委員は 4番吉良委員とする。 

 

日程第 3、会期は令和 6年 3月 28日、本日 1日間とする。 

 

日程第 4、承認事項に入る。 

承認第 17号「（仮称）今田こども園新築工事請負契約の第３回変更につい

て」、保育教育課に説明を求める。 

 

《議案書に基づき説明》 

  

 資料については、朱書きが資料補正ということであるが、追加となった火

災報知機の設置や床下換気等、甘いところがあったのではないかと感じる。 

 過去に味間認定こども園やたき認定こども園を建築してきたが、その時と

同様に建築確認申請を行いながら入札の手続きを行ってきた。最初に開園日

を設定している中、入札の手続きに 1 カ月、建築確認の許可が出るまでに 1

カ月はかかることから同時並行で進めてきた。市の建築担当者からは日程的

に非常に厳しく、今後においては、建築確認申請の許可が出た段階で入札の

手続きを行ってほしいとの要請を受けている。こうしたことも踏まえ、城東

こども園については、令和 8年度中の開園を目指すということで期日を幅広

くしている。令和 6 年度当初予算で設計を行い、その後に建築との流れにな

るが、建築確認申請の手続きを踏み、許可が出た段階で入札の手続きをする

ことで今回のようなことがないようにできると思っている。一方で、地元に

とっては 1 日も早く開園をしてほしいとの要望もある。今田こども園につい

ては災害対応もあり、早期開園との地域の要望も聞く中で、無理が生じたの

も事実である。今後については、今回の反省を踏まえ、地域の皆さんにもご

理解をいただきながら、開園は少し遅れるかもしれないが、適切なスケジュ

ールで進めていきたいと思っている。 

 

承認第 17号「（仮称）今田こども園新築工事請負契約の第３回変更につい

て」、承認することに異議はないか。 

異議なし。 

「異議なし」ですので、承認第 17号、「（仮称）今田こども園新築工事請

負契約の第３回変更について」は承認とする。 

 本案の議会提案においては、説明及び資料の訂正があり、議会審議に混乱

をもたらしたことを受け、教育委員会としては、担当部長以下 4 名に対し、
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丹後教育長 

 

 

酒井課長 

 

西田委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉良委員 

 

 

 

 

 

村上課長 

 

 

 

 

丹後教育長 

 

 

 

適切な時期での正確な情報の報告、部長、次長にあっては、適切な進捗管理

を求めて口頭注意した。議会だけでなく教育委員会での議案提案について、

今後このようなことがないように、改めて私も含めた教育委員会として、適

切な業務執行に努めていきたい。 

 

日程第 5、報告に移る。報告 1「第１２４回丹波篠山市議会弥生会議一般質

問について」、教育総務課に説明を求める。 

 

《議案書に基づき説明》 

 

個人的には、学校の適正配置について検討すべき時期に来ていると思って

いる。ただ、統廃合ありきの議論ではなく、教育委員会としては、子どもの

学習を保障するためのあるべき姿を調査研究していくことが必要であると思

っている。城東小学校の統合の際も、各地域を回り意見を聞くことで、3 年

以上の時間を要した。そうしたことから、古市地区で生まれた子どもが 1人

しかいない中、今から考えていく必要があると思う。ただ、議員提案のよう

に今田に行かせればよいということについては、住民感情も違う中、教育委

員会としては、前回と同じように汗をかきながら、研究していく必要がある

と思っている。 

また、徒歩通学の距離についは、丹波篠山市が誕生した際に一定の整合を

持たせるために補助も検討されたと認識しているが、それぞれの地域の事情

もあり、国の基準とは合わないところもある。例えば、城南の栗栖野につい

ては、地域としては城南であるが、校区としては古市となっている。歴史的

な経緯も含めて整理をしておかないと、法に基づく基準とは矛盾も生じてい

る。国において一定の方向性を出してもらわなければ難しいとは感じている。 

行政が一方的に進めるものではなく、統合に向け保護者や地域の機運が自

主的に高まれば検討していくとしているが、何の手だてもないままでは自主

的な機運は難しいと思う。教育委員会も一緒に汗をかきつつ、将来を見据え

て考えていくことが大事であると思った。 

足立議員の質問で、城下町の重伝建地区指定において住民合意を得ること

が難しいのは、財産処分等のハードルが高く、難色を示されるということか。 

住民の合意形成は必須であり、その上で行政的な課題や制度上の課題もあ

る。伝建地区を広げることについては、現在、補助金の順番待ちの状況で、

今後さらに増える可能性がある中、財政的な問題もある。また、伝建地区の

範囲については、古い建物密度が一定程度必要である等、様々な問題を一つ

一つ研究しながら進めていく必要がある。 

学校の適正配置については、答弁のとおり、自主的な機運が醸成されたら

検討していくこととしている中、そこに教育委員会も関わっていく必要があ

るとのご意見をいただいた。子どもの成長に一定の人数が必要等の従来の発

想だけではなく、全国的な少子化傾向の中で、少人数を生かした教育の効果
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西田委員 

 

 

山本課長 

 

西田委員 

山本課長 

 

 

 

西田委員 

 

丹後教育長 

 

 

 

 

丹後教育長 

 

 

酒井課長 

 

丹後教育長 

 

 

 

全委員 

丹後教育長 

 

 

も分かってきており、そこも生かしながら進めていきたいと思っている。議

論を全くしないということではなく、出生数の推移や現場の様子も見ながら、

あるべき教育を考えていく必要があると思っている。ただ、市や教育委員会

が主体となって提案することについては、特に小学校は地域の核でもある点

も踏まえ、地域や保護者の意向も十分に掴みながら、慎重に進めていく必要

があると思っている。 

徒歩通学の距離については、市長からも教育委員会で議論してほしいと言

われている。小学校で 4km、中学校で 6km との国の基準については、特に小

学校において、どの程度が良いのか。変えないことも含めて、教育委員会で

協議したいと思っている。 

小学校で 4km以上、中学校で 6km以上が遠距離通学の補助対象になってい

る。小学校については、4km 以上はスクールバスとなっているが、そのエリ

アはどこか。 

城東小学校区、多紀小学校区等、かなりある。また、路線バスを使ってい

る校区もある。 

基本的には国の基準に基づいているものと理解すればよいのか。 

適正配置等に関する手引き等に基づき、小学校で 4km 以上、中学校で 6km

以上を遠距離通学としているが、他市を見ると 3.5km等の事例もある。国に

おいても、概ね小学校で 4km以内、中学校で 6km以内としており、必ずしも

4km・6kmとされている訳ではないので検討したいと思う。 

結局、市町の持ち出しが増えることもあり、財政面も踏まえ議論する必要

がある。今後の検討にあたり、関係規則等の資料提供を求める。 

財政的な課題もある中、すぐに改善できることばかりではないが、一般質

問も一つのきっかけとして、子どもたちにとって必要なことを教育委員会で

協議することは非常に大事なことであると思っている。今後、必要な資料を

示しながら協議していきたい。 

 

報告 2「令和 6年度丹波篠山市人事異動（4月 1日）内示について」教育総

務課に説明を求める。 

 

《議案書に基づき説明》 

 

報告 3「令和 5年度末県費負担教職員人事異動概要について」に移る。 

本案件は、人事案件で、まだ公表していない内容もあることから、丹波篠

山市教育委員会会議規則第 14 条第 1 項第 1 号の規定に基づき、非公開とす

るのが適当と考えるが、非公開としてよいか。 

異議なし。 

全員「異議なし」であるので、報告 3「令和 5 年度末県費負担教職員人事

異動概要について」非公開とする。 
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丹後教育長 

 

 

 

丹後教育長 

 

（傍聴者なし） 

 

【会議非公開】 

 

報告 3が終了したので、会議を公開する。 

 

【会議公開】 

 

以上で、本日の審議は全て終了する。 

これをもって、第 14回臨時教育委員会を終了する。 

 

 


